
 
意見書案第６号 

 

ギャンブル等依存症対策の抜本的強化を求める意見書 
 

昨年末に成立した「特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律」の衆

参内閣委員会における附帯決議では、ギャンブル等依存症の実態把握のための

体制整備やギャンブル等依存症患者の相談体制と臨床医療体制の強化などを政

府に求めている。政府はこれを受け、ギャンブル等依存症対策推進関係閣僚会

議において検討を進め、本年３月には論点整理を発表したところである。 

公営ギャンブル等は、その種類によって所管省庁が異なり、それぞれの省庁

が規制と振興の両方を同時に担当しているため、各種ギャンブルに対する一元

的な規制が困難な側面があり、ギャンブル等依存症対策の十分な実施が望めな

い。 

したがって、国の取組を抜本的に強化するためには、対策の企画立案など、

総合的に対処するための仕組・体制を検討するべきである。また、３月の論点

整理等を踏まえ、ギャンブル等依存症に対する具体的な対策について早急に検

討することも求められている。 

よって、政府においては、ギャンブル等依存症対策の法制化を進める中で、

すでに施策が進められているアルコール依存症や薬物依存症に関する取組と合

わせ、包括的な依存症対策を図るとともに深化させるよう強く求める。 

 

以上、地方自治法第９９条の規定により、意見書を提出する。 
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